
平成 21 年 4 月 21 日  

 
破産者株式会社ＳＦＣＧ  

破産管財人  弁護士  瀬   戸   英   雄  

 

 
破産手続開始決定のお知らせ  

 

 
 株式会社ＳＦＣＧ（代表取締役：小笠原充，本店所在地：東京都中央区日本橋室町 3

丁目 2 番 15 号）は，平成 21 年 4 月 21 日午後 1 時，東京地方裁判所より破産手続開始

決定を受け，当職が破産管財人に選任されました。  

また，同時に破産債権届出期間が平成 21 年 7 月 21 日までと定められました。破産債

権者の皆様に対する破産手続開始通知書及び破産債権届出書等の発送は，本年 5 月中旬

以降を予定しております。  

以上  




